
国土交通省「改正宅地建物取引業法に関するQ＆A」および「建
物状況調査制度概要リーフレット」について
今度の宅地建物取引業法の改正に関する、「改正宅建業法に関するQ＆A」および「建物状況調査制度概要リーフレット」が国土交通省ホー
ムページに公表されましたのでご案内いたします。

「改正宅地建物取引業法に関するQ＆A」には、建物状況調査の対象部位および方法や建物状況調査を実施する者のあっせんなどについて、
Q＆Aの形式により解説されております。

詳細は国交省ホームページまたは下記資料をご覧ください。

購入検討者用インスペクションリーフレット   売主用インスペクションリーフレット   改正　宅建業法に関するQ&A

https://okinawa.zennichi.or.jp/?p=3650
https://okinawa.zennichi.or.jp/?p=3650
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000132.html
http://okinawa.zennichi.or.jp/wp-content/uploads/2018/02/8b1d3c51b7317743a57d8c0685b7f63e.pdf
http://okinawa.zennichi.or.jp/wp-content/uploads/2018/02/5bb443618c4fbc71689ff636948d7e28.pdf
http://okinawa.zennichi.or.jp/wp-content/uploads/2018/02/0e5353242171c38b159d2de4ee4da81e.pdf

